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1 社会保障・税一体改革の推進と
行財政構造の徹底した見直し
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2 消費税に関する事項
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3 個別消費税に関する事項
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4 執行に関する事項

5 マイナンバー制度
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平成29年度以降の最重点施策を決定!!
　平成31年10月からの消費税率の10%への再引上げと軽減税率制度の導入を控え、消費税の会である間税
会としては、更なる会活動の活性化により、財政基盤の強化を図る絶好の機会であることを踏まえ、平成29
年度以降の最重点施策を平成29年7月27日開催の常任理事会で決定。

○消費税完納運動の更なる推進
　・これまでの消費税完納運動の各種施策を検証し、実効性のある取組みをより積極的に実施する。
　・全間連が作成した「消費税期限内納付に関するチラシ」も活用する。
○消費税の啓発活動等の拡充
・クリアファイル等の配布活動及びDVD版による研修会や租税教室の開催、「税の標語」の募集活動等を更
に強力に推進する。

・軽減税率制度に関する研修会の開催に当たっては、国税当局と十分に協議を行うとともに、会員以外の方々
にも声掛けして実施する。

○会員増強による組織拡大等
・数値目標の設定 平成29年度からの3年間において、毎年、少なくとも2%ずつの会員の純増を図り、3年
間で10%の純増を図る。

　・各局間連及び傘下間税会では、会員増強に関する具体的な数値目標を必ず策定し、計画的な取組みを行う。
　・会長が交代した場合には、新会長において会員増強に関する方針を定める。
　・消費税の実質負担者である消費者も会員の加入勧奨の対象とする。
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　福岡局間連は、消費税導入後、平

成５年５月に１署１間税会（31間税

会）体制を達成してから、今日まで

間税会発展のために諸施策を企画、

立案、実施して、会務運営の充実強

化に努めてきたところであるが、間

税会の存在感を高めるため、また、

事業活動の活性化のために、会員数

１万名超を目標に組織の拡充強化に

取り組んでいるところである。

１　組織状況

⑴　会員数

　当局間連の最大会員数は平成12年３月末の13,572名

で、その後減少が続き直近５年間は横バイ状態となっ

ている。そこで会員増強のため、数値目標の設定及び

その方法・手段の共有、並びに組織増強功労表彰の充

実を図ることとしている。

⑵　青年部・女性部の結成状況

　青年部・女性部は、間税会の会務運営に当たって重

要な組織と認識しており、研修会やチャリティ等、そ

の活発な活動の成果は、本会の会務運営に大きく影響

している。

⑶　事務局の設置状況

　間税会活動の活性化・効率化のためには、①役員の

間税会に対する理解と同時に、②事務局の充実（独立

の事務局、専任の職員等）が大きく影響する。当局間

連では、独立の事務局、専任の職員を持っている単位

間税会は皆無なので、会務のための事務処理に円滑さ

を欠くきらいがあった。そこで、平成７年に「事務局

のための間税会事務のしおり」を作成、単位間税会に

配付した。そして毎年追録を配付し加除整理を行って

いる。

２　活動状況

⑴　会議等開催状況

　会議の効率化・省力化を図りながら、次のように会

議を開催し、当局間連及び単位間税会に共通する会務

について、意見交換・協議を行っている。

⑵　ブロック間税会連絡協議会の概要

　①　設置理由

　当局間連は、県連組織を設けないで、これに代わ

る具体的・効果的な組織として、平成５年にブロッ

ク間税会連絡協議会を設置して、毎年開催している。

税務当局の出席を得、議題に応じた支援・指導を受

けている。

　②　会議のポイント

イ　間税会の抱えている問題点・あい路・改善すべ

き事項等を情報交換し検討協議している。

ロ　間税会の連絡協調や、各間税会の運営に資する

こととしている。

⑶　間税会ニュースの発行

　15年前から、それまでの会報の発行に代えて、間税

会ニュースを年３回発行している。間税会ニュースは

①局連・単位間税会・会員をつなぐパイプ役としてば

かりでなく、②消費税をはじめとする間接諸税につい

ての最新情報誌としての役割を持たせつつ、③会員相

互の意思の疎通を図る場となるよう努めているところ

である。

⑷　ホームページの充実

　平成24年９月、今後のインターネットの重要性に鑑

み、当局間連のホームページを開設。団体紹介、活動

報告、新着情報、間税会ニュースの案内、関連サイト等、

多項目の内容となっている。特に最新の情報を簡単な

操作で提供することに配慮し、トップページにバナー

福岡国税局間税会連合会
会　長

中野　文治

会員数の推移

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

会員数 9,187 9,511 9,328 9,077 9,165

前年度対比 △ 27  324 △ 183 △ 251 88

（単位・名）

青年部・女性部の結成状況
　（結成22間税会・745人）

間税会数 結成区分 青年部員 女性部員

５
青年部 151

女性部 197

８ 青年女性部 170 40

９ 青年部 182 5

２２ 計 503 242

事務局の設置状況　

設置場所 単会数 設置場所 単会数

法人会事務所 11 小売酒販組合 1

税理士事務所 6 間税会・会長 3

商工会議所 4 　　　　副会長 1

家具工業組合 1 　　　　他の役員 3

中小企業団体 1 計 31

会議の種類と開催状況

会　　議　　名 開催月 摘　要

正副会長・委員会委員合同会議
（16名）

２月上旬

注１.２５月上旬

８月上旬

理事会（39名）

２月上旬

注２５月上旬

８月上旬

総会（約150名） ６月上旬

事務長会議（31名） ８月下旬

ブロック間税会連絡協議会
（６ブロック）

９月中旬～
10月下旬 （2）を参照

（注１）　委員会組織は、総務・会務運営・税制の３委
員会である。

（注２）　２月・８月の会議は、全間連の常任理事会を
踏まえて、開催している。

ブロック
編成

福岡県 佐賀県 長崎県
計

福岡 北九州 筑豊 筑後 佐賀 長崎

間税会 7 5 3 5 5 6 31

参加者 各間税会とも、会長・副会長・事務局のほか
役員を含め３～５名

福岡局間連



⑸

⑹

⑺

⑻

池部　正紀

☆☆☆南九州～大分県間税会連合会～☆☆☆
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Ⅱ　設問事項

Ⅲ　回答率

Ⅳ　回答内容の概要
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全間連の租税教育活動を
一般財団法人大蔵財務協会が支援

一般財団法人
大蔵財務協会
木村理事長
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